
【様式２】 

②食育月間以外の月の取組 

 

提 出 都 道 府 県 名 

政 令 指 定 都 市 名 

宮崎県 

取 組 市 町 村 名 

取組団体・企業名 

諸塚村 

諸塚村立諸塚中学校 

取 組 の 名 称 諸塚学校給食の日の実施 

実 施 時 期 毎月１６日あたり（ジビエの提供は１２月１６日） 

取組内容に該当する 

食育ピクトグラム 

（ 複 数 選 択 可 ） 

 

☑ ☐ ☑ ☐ ☐ 

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ 

☑ ☑ 
   

          

取 組 内 容  毎月１６日あたり（毎月１６日は、１-「ひ」、６-「む」、日-「か」、

「ひむか地産地消の日」である。「みやざきの食と農を考える県民

会議」では、「食育」と「地産地消」を実践する日、と定めているこ

とから）を「諸塚学校給食の日」とし、諸塚村産の食材を多く使っ

た給食を提供している。特に冬の時期には年一回のジビエを活用し

た献立を提供している。今年も、１２月１６日を「諸塚学校給食の

日」とし、村産のしし肉や村産野菜を使った「しし鍋」、だいこん、

生椎茸を使った「冬野菜ステーキ」を提供した。当日は地域食材の

生産者を放送等で紹介し、栄養教諭からジビエの活用についてタブ

レット端末を使って説明した。後日、小・中学校での取組の様子を

まとめて「諸塚学校給食の日便り」として発行し、村民にも紹介し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 



【様式２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


